
 

 

 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正理由 

地方公務員法の改正に伴い、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間職

員に改めるため、条例を改正する。 

 

２ 改正概要 

再任用の廃止及び定年前再任用短時間勤務制を導入するための規定整備 
 

３ 施行日 

令和５年４月１日 

 

４ 改正内容 

 別紙「新旧対照表」のとおり 

  

総 務 財 政 委 員 会 

令和４年９月 15日・16日 

総 務 部  資 料 ７ 番 

所  管  人 事 課 
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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成10年条例第43号）新旧対照表 

新 旧 

○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

 例 

○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

 例 

平成 10 年３月 10 日 平成 10 年３月 10 日 

条例第 43 号 条例第 43 号 

令和４年 月 日第 号  

第１条（略） 第１条（略） 

（１週間の正規の勤務時間） （１週間の正規の勤務時間） 

第２条（略） 第２条（略） 

２（略） ２（略） 

３ 地方公務員法第 22 条の４第１項に規定

する短時間勤務の職を占める職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）

の正規の勤務時間は、第１項の規定にかか

わらず、休憩時間を除き、１週間について

15 時間 30 分から 31 時間までの範囲内で、

任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第 28 条の５第１項又は第

28 条の６第２項に規定する短時間勤務の

職を占める職員 (以下「再任用短時間勤務

職員」という。)の正規の勤務時間は、第１

項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、

１週間について 15 時間 30 分から 31 時間

までの範囲内で、任命権者が定める。 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の

規定により難いときは、休憩時間を除き、

４週間を超えない期間につき１週間当た

り 38 時間 45 分（育児短時間勤務職員等に

あっては当該育児短時間勤務等の内容に

従った時間、定年前再任用短時間勤務職員

にあっては前項の規定に基づき定める時

間）とする正規の勤務時間を、特別区人事

委員会（以下「人事委員会」という。）の承

認を得て、別に定めることができる。 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の

規定により難いときは、休憩時間を除き、

４週間を超えない期間につき１週間当た

り 38 時間 45 分(育児短時間勤務職員等に

あっては当該育児短時間勤務等の内容に

従った時間、再任用短時間勤務職員にあっ

ては前項の規定に基づき定める時間 )とす

る正規の勤務時間を、特別区人事委員会

(以下「人事委員会」という。)の承認を得

て、別に定めることができる。 

（正規の勤務時間の割振り） （正規の勤務時間の割振り） 

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜

日から金曜日までの５日間において、１日

につき７時間 45 分の正規の勤務時間を割

り振るものとする。ただし、育児短時間勤

務職員等については、月曜日から金曜日ま

での日 (次条第１項ただし書の規定により

定められた週休日を除く。以下同じ。)にお

いて、当該育児短時間勤務等の内容に従い

１日につき７時間 45 分を超えない範囲内

で正規の勤務時間を割り振るものとし、定

年前再任用短時間勤務職員については、月

曜日から金曜日までの日において、１日に

つき７時間 45 分を超えない範囲内で正規

の勤務時間を割り振るものとする。 

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜

日から金曜日までの５日間において、１日

につき７時間 45 分の正規の勤務時間を割

り振るものとする。ただし、育児短時間勤

務職員等については、月曜日から金曜日ま

での日 (次条第１項ただし書の規定により

定められた週休日を除く。以下同じ。)にお

いて、当該育児短時間勤務等の内容に従い

１日につき７時間 45 分を超えない範囲内

で正規の勤務時間を割り振るものとし、再

任用短時間勤務職員については、月曜日か

ら金曜日までの日において、１日につき７

時間 45 分を超えない範囲内で正規の勤務

時間を割り振るものとする。 
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新 旧 

第２項及び第３項（略） 第２項及び第３項（略） 

（週休日） （週休日） 

第４条  日曜日及び土曜日は、週休日 (正規

の勤務時間を割り振らない日をいう。以下

同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児

短時間勤務職員等については、必要に応

じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこ

れらの日に加えて月曜日から金曜日まで

の５日間において週休日を設けるものと

し、定年前再任用短時間勤務職員について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から

金曜日までの５日間において週休日を設

けることができる。 

第４条  日曜日及び土曜日は、週休日 (正規

の勤務時間を割り振らない日をいう。以下

同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児

短時間勤務職員等については、必要に応

じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこ

れらの日に加えて月曜日から金曜日まで

の５日間において週休日を設けるものと

し、再任用短時間勤務職員については、日

曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜

日までの５日間において週休日を設ける

ことができる。 

２ 任命権者は、職務の性質により特別の勤

務形態によって勤務する必要のある職員

については、前項の規定にかかわらず、4 週

間ごとの期間につき８日の週休日 (育児短

時間勤務職員等にあっては８日以上で当

該育児短時間勤務等の内容に従った週休

日、定年前再任用短時間勤務職員にあって

は８日以上の週休日 )を設けるものとす

る。ただし、職務の特殊性又は当該公署の

特殊の必要 (育児短時間勤務職員等にあっ

ては、当該育児短時間勤務等の内容 )によ

り、これにより難い場合において、人事委

員会の承認を得て、４週間を超えない期間

につき１週間当たり１日以上の割合で週

休日 (育児短時間勤務職員等にあっては、

４週間を超えない期間につき１週間当た

り１日以上の割合で当該育児短時間勤務

等の内容に従った週休日 )を設けるとき

は、この限りでない。 

２ 任命権者は、職務の性質により特別の勤

務形態によって勤務する必要のある職員

については、前項の規定にかかわらず、4 週

間ごとの期間につき８日の週休日 (育児短

時間勤務職員等にあっては８日以上で当

該育児短時間勤務等の内容に従った週休

日、再任用短時間勤務職員にあっては８日

以上の週休日 )を設けるものとする。ただ

し、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必

要 (育児短時間勤務職員等にあっては、当

該育児短時間勤務等の内容 )により、これ

により難い場合において、人事委員会の承

認を得て、４週間を超えない期間につき１

週間当たり１日以上の割合で週休日 (育児

短時間勤務職員等にあっては、４週間を超

えない期間につき１週間当たり１日以上

の割合で当該育児短時間勤務等の内容に

従った週休日 )を設けるときは、この限り

でない。 

（週休日の振替等） （週休日の振替等） 

第５条（略） 第５条（略） 

２ 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育

児短時間勤務職員等及び定年前再任用短

時間勤務職員 (第３条第１項ただし書の規

定により、１日につき７時間 45 分の正規

の勤務時間が割り振られている場合を除

く。)については、適用しない。 

２ 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育

児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤

務職員 (第３条第１項ただし書の規定によ

り、１日につき７時間 45 分の正規の勤務

時間が割り振られている場合を除く。 )に

ついては、適用しない。 

第６条から第 12 条まで（略） 第６条から第 12 条まで（略） 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 
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新 旧 

第 13 条 年次有給休暇は、１会計年度ごと

の休暇とし、その日数は、１会計年度にお

いて、20 日(育児短時間勤務職員等及び定

年前再任用短時間勤務職員にあっては、そ

の者の勤務時間等を考慮し、20 日を超えな

い範囲内で規則で定める日数)とする。 

第 13 条 年次有給休暇は、１会計年度ごと

の休暇とし、その日数は、１会計年度にお

いて、20 日(育児短時間勤務職員等及び再

任用短時間勤務職員にあっては、その者の

勤務時間等を考慮し、20 日を超えない範囲

内で規則で定める日数)とする。 

第２項から第５項まで（略） 第２項から第５項まで（略） 

第 14 条から第 19 条まで（略） 第 14 条から第 19 条まで（略） 

  

付 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 

  

 

 


